
 

 

「ＰＴＡ(主催・共催)活動終了後、 

必ず事故の有無を確認」 

 

 これは、岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会「手引」の裏

表紙にある言葉です。ＰＴＡ活動中に、ケガをされ

た方があったり損害賠償事案が発生したりした場

合、「医療見舞金」や「修繕費」等が給付されます。

もし事故が発生した時には、「手引」裏表紙の「給付

までの流れ」の手順で、手続きをお願いします。 

 また、「どんなときに」活用できるのかは、「手引」

の表紙裏や「利用にあたって」を見てください。 

 

■「問い合わせ事項」より 

 毎年この時期に、資源回収時や環境整備時の事故

に関しての問い合わせが多くあります。周知をお願

いしたいことを記載します。 

[資源回収時] 

 車両の使用・管理に伴う対人賠償、対物賠償は免

責となっています。積み下ろし時の車の擦り傷、荷

崩れや液漏れについてＰＴＡに賠償責任があると

するのは無理があり、会員の方には理解をしていた

だき車を提供していただく必要があります。会員の

車を使用する場合、ドアの開閉は所有者が行い、積

み込み時には立ち会うことをきちんと徹底するよ

うにしてください。 

[環境整備時の草刈り機] 

 幸いにもキックバックによって草刈り機 

が跳ね、近くにいた人が腕等を切ったとか、 

跳ね石が目を直撃し失明したなどの重大 

事故は起きていません。 

しかし、草刈り機使用時に石跳ねにより車を傷つ

ける、窓ガラスを割るなどの事故が起きています。

これらの事故が起きた場合は、保険会社と相談する

ことになります。 

草刈り機を使用する場合、作業者は保護メガネを

着用する、近くに車がある時は移動させる、建物の

近くでは防護ネットを張る、または使用せず手刈り

に切り替えるなど対策を徹底する必要があります。 

 

■夏休みの「プール開設」……安全対策の確認を 

 ここ数年は酷暑やコロナ禍により、夏休みの学校

プール開放が全面禁止という市町

があります。夏休みのプール開設

は、「学校管理下」での実施が多い

のですが、「ＰＴＡによる開設」と

の話もあります。 

 

 

令和２年度、岐阜県教育委員会への要望事項の一

つに、「夏休みの学校プール開放」についてがありま

した。 

 要望事項【例年は、夏休みのプール開放では、安

全対策として事前の救急救命講習などが開催され、

ＰＴＡの保護者がプール監視にあたることが多く

ありますが、運営主体が曖昧であり、明確にしてほ

しい。】 

回答【夏季休業中の学校プール開放の運営主体は

学校であり、それぞれの実情に応じて、ＰＴＡの皆

様に運営の一部をご協力いただいているところで

す。しかしながら、学校によっては保護者への説明

不足や運営管理マニュアルが形骸化しているとい

った課題もあり、各市町村及び学校に対して、国の

通知に基づき、運営管理マニュアルの作成を含むプ

ールの管理運営体制を明確にし、保護者の方へ丁寧

に説明と理解を得ながら実施するよう、周知徹底し

てまいります。（一部省略）】 

 どんな状況であれ、プール開設時には、子どもた

ちの安全を確保するための監視が必要です。遊泳中

の子どもたちが全員プールから上がったのを確認

してから休憩するといった『プール監視時の注意事

項』を徹底し、より多くの大人の目で子どもたちを

見守りたいものです。 

 

■(１０月１日から)自転車損害賠償責任保険等へ

の加入義務化～『ＰＴＡ２４保険』への加入を！～ 

 「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」が公布され、自転車損害賠償責任保険等へ

の加入義務化や乗車用ヘルメット着用の努力義務

化(R4.10.1施行)等が定められました。 

 令和３年県内における自転車乗用中の 

被害死傷者は473人(うち小中学生60人) 

でした。自転車側が原因で人身事故も 

増加傾向にあり、さらには高額賠償事 

故も発生しています。まだ自転車損害賠償責任保険

に未加入のお子さんには、充実した補償内容の『Ｐ

ＴＡ24保険』への加入を是非ご検討ください。 

 一昨年度から、学校から借りた楽器やタブレット

等の借用物も保険の対象となっています。 

 （詳細については、ＰＴＡ２４保険事務局：

      058-240-2022へお問い合わせください。） 

 

■お知らせ 

 右のＱＲコードから岐阜県ＰＴＡ連合会のＨＰ

を開き、見舞金給付会の給付規程をは 

じめ、災害発生時の報告・申請に関わ 

る書類等、詳細をご覧いただくことが 

できます。 
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